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市県民税の申告書は郵送での提出を、確定申告は e-Tax で市県民税の申告書は郵送での提出を、確定申告は e-Tax で
申告期間は２月 16 日 ( 月 ) ～３月 16 日（月）まで

問合せ先　税務課市民税係（東本郷庁舎窓口⑨）☎㉒ 2218

　市県民税の申告は、市県民税算出の賦課資料となるほか、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険

料等の算定の算出資料になります。必ず期限内に申告してください。

申 告 に 必 要 な も の

本人確認本人確認
書類等書類等

マイナンバーが確認できる書類（本人、配偶者、扶養親族のマイナンバーカードなど）、
身元確認書類（運転免許証、資格確認書など）、市役所から事前に送付された申告書用紙や申告
のお知らせ通知、収支内訳書の控えなど

収入関係収入関係
給与・公的年金の令和７年分の源泉徴収票
個人事業主や不動産所得がある場合、収支内訳書（事前作成してください）
その他の収入（所得）がある方は、収入や経費が分かる書類など

控除関係控除関係

 社会保険料控除
国民健康保険税（料）、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、
健康保険料、厚生年金保険料、国民年金基金掛金等の払込証明書

 生命保険料控除 生命保険料の控除証明書

 地震保険料控除 地震保険料の控除証明書

 障害者控除 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害者控除対象者認定書など

 配偶者（特別）控除 配偶者の令和７年中の所得が分かる書類（源泉徴収票など）

 医療費控除 医療費控除の明細書（事前作成してください）、医療費通知、領収書など

 寄附金控除 寄附した団体などから交付された寄附金の受領証など

 その他の控除 市役所税務課までお問い合わせください。

 市県民税の申告が必要な人市県民税の申告が必要な人 

　令和８年１月１日現在、下田市に住所がある方です。（１月２日以降に転出された方も含みます）

　※フローチャートをご確認ください。

  令和８年度（令和７年分）　 市県民税申告相談日程令和８年度（令和７年分）　 市県民税申告相談日程  

　申告期間：２月 16 日（月）～３月 16 日（月）まで　　※土日祝除く

　受付時間：10 時～ 11 時 30 分、13 時～ 14 時 30 分　※ウェブ予約又は電話予約をお願いします。

　申告会場：下田市役所　河内庁舎　１階　多目的室

ウェブ予約

 予約方法予約方法 

　希望日の４日前までに、下記の方法にて予約してください。

　〇ウェブ予約（右、二次元コードから）

　　２月２日（月）～３月 12 日（木）まで　24 時間受付可能です。（メンテナンス時間を除く）

　〇電話予約（税務課市民税係☎㉒２２１８）

　　２月２日（月）～３月 12 日（木）まで（時間：平日９時～ 17 時）

 市県民税の申告用紙について市県民税の申告用紙について 

　市県民税の申告用紙は、税務課市民税係（東本郷庁舎窓口⑨）で配布しています。なお、昨年申告された方、

昨年中に下田市に転入した方については、１月 23 日に郵送していますのでご確認ください。

令和８年度「市県民税の申告要否」確認用の参考フローチャート

確定申告をしますか？
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市県民税の申告不要です

申告不要です

昨年中に収入 (1 円以上 ) は
ありましたか？

市県民税の申告が必要です

市県民税の申告が必要です

収入は遺族・障害年金、
失業給付等の非課税と

なる収入のみでしたか？

給与所得がありますか？

※重要※

　「価格高騰重点支援給付金」、「定額減税補足給

付金」（調整給付金）は、収入には含まれません。

「雇用調整助成金」は事業所得等に区分されるた

め、収入として計上する必要があります。

　その他の給付金等については、支給元団体にご

確認ください。

【★ご注意ください★】
・所得や控除の金額、扶養親族の数、障害者や寡婦、ひとり親に該当するなどの事情や、

ＮＩＳＡの利用等により、必ずしも本フローどおりにはなりません。

・２か所以上から給与や公的年金を得ている方は原則申告が必要です。 

・昨年中に退職し再就職した方は、前職分を含めた年末調整をしていない場合には申告が

必要です。

・給与所得者又は公的年金受給者で、控除の追加が必要な場合、申告が必要です。

・分離課税となる所得がある方などは、所得税の確定申告が必要となる場合があります。

※詳細は、市役所税務課市民税係までお問い合わせください。

公的年金を
受給していますか？

勤務先から下田市に
給与支払報告書が

提出されていますか？

公的年金の
支払報告書が下田市に
提出されていますか？

給与・公的年金以外の収入は
ありますか？（※）

給与及び公的年金以外の
所得の合計額が 20 万円を

超えていますか？

所得税の
確定申告が

必要

市県民税の
申告が
必要

勤務先に提出先自治体をご確認ください。

所得税の還付、
納税となる場合には
確定申告が必要です。

※給与・公的年金以外の収入について
　営業・農業・漁業・不動産、利子、配当、一時金等、
課税所得となるすべての収入。

 確定申告について確定申告について 

　所得税の確定申告は、市役所では受付できません。下田税務署（☎㉒０１８５（代表））で申告をお願い
します。（２月 16 日から３月 16 日までの期間、下田市民スポーツセンター（サンワーク下田）で申告受
付を行っています。※入場には入場整理券が必要です。詳しくは下田税務署へお問い合わせください。）

 申告期限・記入してある市県民税申告書の提出方法申告期限・記入してある市県民税申告書の提出方法 

　記入してある市県民税申告書については、令和８年３月 16 日（月）までに、税務課市民税係（東本郷庁舎窓口⑨）

宛に郵送又は提出してください。

郵送先：〒 415-8501　下田市東本郷一丁目５番 18 号　下田市役所税務課市民税係宛

　　　　※「市県民税申告書在中」と表記してください。

提出先：下田市役所税務課市民税係（東本郷庁舎窓口⑨）

　　　　※相談不要の場合のみの市県民税申告書提出窓口となります。

　　　　　相談が必要な場合は、市県民税申告相談日程、予約方法をご確認ください。

 書類の事前作成のお願い書類の事前作成のお願い 

　・医療費控除を申告される方は、所定の「医療費控除の明細書」を事前に作成してください。

　・事業・農業・不動産所得がある方は、所定の「収支内訳書」を事前に作成してください。

　職員は、上記書類の作成代行は行いません。相談時間の短縮のため、ご協力をお願いします。

 市県民税の電子申告について市県民税の電子申告について 

　令和８年度分から eLTAX から「マイナンバー」を利用して市県民税に関する申告ができ
ます。詳しくは、eLTAX ホームページをご確認ください。

eLTAX


